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一　 はじ めに

本稿は、 東京地裁令和２ 年９ 月18日判決について検討しつつ、 他の裁

判例と 比較し、 ファ クタリ ング取引につき、 真正の債権譲渡契約又は金銭

消費貸借契約のいずれであると 判断されるかの基準について検討し、 ファ

クタリ ング取引において実務上留意すべき点をまと めたものである。

二　 裁判例（ 東京地裁令和２ 年９ 月１ ８ 日判決）

１ 事案の概要

本件は、 ファ クタリ ング業社と の間でファ クタリ ング契約を締結し、

売掛債権の譲渡を行った譲渡人である原告が、 当該契約は売掛債権を

担保と した金銭消費貸借契約であり 、 実質利率が貸金業法又は出資法

に違反する等の理由で契約が無効であると 主張し、 ファ クタリ ング業者

に対して支払った金銭の不当利得返還請求を行った事案である。

原告は、 運送業等を営む株式会社であり 、 被告は、 ファ クタリ ングに

関する業務等を目的と する株式会社である 。 なお、 本件では、 被告は

２ 社おり 、 それぞれ別のファ クタリ ング業者であるが、 同様のファ クタ

リ ング取引であり 、 争点などは同様であるため省略する。

取引の流れは以下のと おり である。 まず、 原告と 被告が、 原告が取

引先（ 以下「 債務者」 と いう 。） に対して有する売掛債権を被告に対して

売却する旨の債権売買契約を締結した。 その際、 対抗要件の具備の方

法と して、 原告が作成した確定日付ある債権譲渡通知書を、 被告が原

告の使者又は代理人と して債務者に送付する方法等が用意されていた。

ただし、 被告は、 対抗要件の具備を猶予し 、 又はいつでも その猶予を

撤回すること ができるこ と と なっていた。
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実際に、 債権譲渡通知が用意さ れていたが、 送付は猶予さ れており 、

債務者に知ら せずに行われる「 サイレント 方式」 の二者間ファ クタリ ン

グの形態が採られていた。

原告と 被告は、 債権売買契約と 共に、 被告が、 債務者から の債権の

取立てを原告に委託する契約を締結した。 当該契約において、 原告は、

債務者から債権を取立てた後、 取立金を速やかに被告に引き渡すこ と

と なっていた。 なお、債権売買契約と 取立ての委託に係る契約を併せて、

以下「 本件ファ クタリ ング契約」 と いう 。

原告は、 本件ファ クタリ ング契約に基づき、 被告に対し債権を売渡し、

被告から債権売買代金を受領した。 また、 原告は、 本件ファ クタリ ング

契約に基づき、 債務者から回収した取立金を、 一部を除き、 被告に対

して引き渡した。

その後、 原告は、 被告に対して、 本件ファクタリ ング契約が、 原告の

売掛債権を担保と した金銭消費貸借契約であり 、 被告が無登録で貸金

業を営んでいるこ と 、 かつ実質利率が出資法の上限金利である 109.5％

を超えるため、 公序良俗違反と して無効であると して、 原告が被告に

対して引き渡した金員につき、 不当利得と して返還請求を行った。

２ 争点

本件の主な争点は、 本件ファ クタリ ング契約が公序良俗違反又は貸金

業法に違反し無効であるか、 と いう 点であるが、 その具体的な内容は、

本件ファ クタリ ング契約が、 真正の債権譲渡であるか、 それと も債権を

担保と した金銭消費貸借契約であるか、 と いう 点である。

（ 一）原告の主張

原告は、 譲渡債権に対する完全な支配力を買主に引き渡すこ と が

無条件に予定さ れている場合には真正売買、 買主から 売主への金銭
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の交付に対応して、 後日売主から買主への金銭の交付が約束さ れて

おり 、 その約束が不履行と なって初めて、 買主が譲渡債権に対する

完全な支配力を取得するこ と が予定さ れている場合には債権譲渡担

保付き金銭消費貸借であると 主張した。 そのう えで、「 二者間ファ ク

タリ ングの場合については、 売買代金名目での金銭の交付と それに対

応する取立金名目での金銭の返還が約束さ れたも のと 見るこ と がで

き、 対抗要件具備が猶予さ れている以上、 原債権者は、 第三債務者

と の関係で、 代理ではなく 債権者と して振る舞う こ と が予定さ れて

いたのであるから 、 譲渡債権の完全な支配力が移転したものではな

い」 と し、 債権譲渡担保付きの金銭消費貸借であると 主張した。

その他、 実質利率から原告の無資力リ スクが重視されていた等の主

張もなされた。

（ 二）被告の主張

被告の主張は多岐に渡るが、 ①債権の売買契約の形式であるこ と 、

②実質と しても 、 債務者の債務不履行の危険を被告が負担している

こ と 、 ③契約書に従った売買代金の交付がなさ れているこ と 、 ④被

告は、 原告が第三債務者から 回収した金員を、 委託契約に基づき引

き渡しを受けているこ と 、 ⑤債権の額面と 買取価格と の間に利息と

みられる比例関係はないこ と 、 ⑥被告は、 債務者の信用調査を行っ

て買取価格を決定しているこ と 、 ⑦被告は、 対抗要件具備の準備を

していたこ と 、 ⑧対抗要件の具備を猶予していたのは原告の要望で

あるこ と 、 ⑨償還請求権はないこ と 、 を主張した。
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３ 裁判所の判断

裁判所は、 原告と 被告と の契約について、 債権譲渡に該当すると して、

原告の請求を棄却した。

理由と して、 ①債権の売買契約の体裁が取られており 、 債権の譲渡が

担保目的でないこ と が明記さ れているこ と 、 ②被告は、 債務者に着目し

た審査基準を元に買取価格を決定しているこ と 、 ③被告が譲渡債権につ

いて債務者の無資力リ スクを負い、 原告に対する償還請求権を有するもの

ではなく 、 原告と しても買戻しを予定していないこ と から 、 形式的に債

権の売買であるこ と に加え、 実質的にも 、 譲渡債権に関する債務不履行

リ スクが被告に移転していると した。

また、 対抗要件の具備が猶予さ れ、 原告が取立金を代理受領するこ と

と さ れていたも のの、 いつでも 猶予を撤回するこ と ができ、 実際にも債

権譲渡通知の準備がなさ れており 、 被告の判断で通知が可能であったこ

と から 、 被告の譲渡債権についての権利行使が制限さ れていたと いう こ

と はできないと した。

債権の売買代金については、 額面額の７ 割〜８ 割程度であり 、 被告が

債務者の無資力リ スクを負っているにもかかわらず、 債務者に対する債権

譲渡通知を留保する関係上、 債務者への直接の信用調査が困難であるこ

と に照ら すと 、 その差額は担保目的であるこ と を推認さ せるほど大幅な

ものではないと されている。

原告が、 被告が債務者対抗要件を具備していないと 指摘したこ と に対

しては、 債権譲渡登記制度を設けて第三者対抗要件のみを具備するこ と

を可能と したこ と から すれば、 債権の真正売買を前提と しても 、 債権譲

渡通知・ 承諾が猶予さ れて原債権者が債権の回収を行う こ と は想定さ れ

ていると 判断した。 また、 原告が、 被告が第三者対抗要件を具備してい
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ないと 指摘したこ と については、 金銭消費貸借のための担保目的の場合

であっても第三者対抗要件の具備の重要性は異ならない、 と 判断した。

三　 検討

１ 本件について

本件では、 裁判所は、 本件ファ クタリ ング契約が、 形式的に債権譲渡

であるこ と を前提と して、 実質的にも債権譲渡契約であると 判断した。

ファ クタリ ング取引では、 債権譲渡契約の形式がと られているこ と が

一般的であると 考えら れるため、 紛争が生じた場合に特に重要と なる

のは、 契約の実質が債権譲渡契約であると いえるのか、 と いう 点である。

この点について、 本件では、 債務不履行リ スクが譲受人に移転している

と いえる点を重視していると 思われると こ ろ、 その要素と して、 譲受

人が、 譲渡人に対する、 債務者が債務の弁済を怠った場合の償還請求

権を有していないこ と 、 及び債務者が債務の弁済を怠った場合に、 譲

渡人が譲受人から 当該債権を買戻しするこ と を予定していないこ と な

どを理由と している。 償還請求権や買戻請求権が無ければ、 債務者の

債務不履行時に譲受人が譲渡人から回収できないため、 金銭消費貸借

契約と 評価するこ と は困難であり 、 結論は妥当であると 考えられる。

なお、 原告の主張に従う と 、 サイレント 方式（ 注1）による二者間ファ ク

タリ ング一般について、 債権譲渡担保付きの金銭消費貸借契約に該当す

ると 主張しているよう にも思われる。 しかし、 サイレント 方式による二

者間ファクタリ ングが社会的に正当な債権譲渡取引と して認められてい

る以上、 そのよう なファ クタリ ング取引について、 真正譲渡であるこ と

を否定するためには、 事案に則した具体的な主張が必要だったと 思わ

れる。
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また、 本件のよう な事例で、 原告が、 ファ クタリ ング契約が実質的に

は貸金業法における「 貸付け」又は金銭消費貸借契約であると して、ファ

クタリ ング業者に対して金銭を請求する方法と しては、 取引における実

質利率を、 利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した結果、 過

払金が発生している場合に、 過払金を請求するこ と が考えられるが、 本

件では、 本件ファ クタリ ング契約自体の無効を主張し、 原告が被告に対

して引き渡した額全額の返還請求を行っている点も特徴的である。

２ 他の事例と の比較

本件では真正譲渡であるこ と が肯定さ れているが、 こ れが否定さ れ

る場合を検討するために、 ファ クタリ ング取引において、 真正譲渡性に

ついて言及された裁判例をいく つか挙げる。

時系列に並べた以下の裁判例のう ち、 ④は本裁判例である 。 以下の

④と ⑥を除いて、 いずれも真正譲渡であるこ と が否定された事例である。

①大阪地判平成29年３ 月３ 日（ 判タ 1439号179頁） 真正譲渡を否定

②東京地判令和２ 年３ 月24日（ 金融法務事情2153号64頁） 真正譲渡を否定

③東京地判令和２ 年７ 月16日（ LLI/DB 判例秘書Ｌ 07531419） 真正譲渡を否定

④東京地判令和２ 年９ 月18日（ 金融法務事情2176号68頁） 真正譲渡を肯定

⑤東京地判令和３ 年２ 月９ 日（ LLI /DB 判例秘書Ｌ 07630439） 真正譲渡を否定

⑥東京地判令和３ 年９ 月１ 日（ LLI /DB 判例秘書Ｌ 07631214） 真正譲渡を肯定

⑦･札幌高判令和４ 年７ 月７ 日（ ジュリ スト 1579号２ 頁） 真正譲渡を否定

裁判例①は、 本件と 同様、 サイレント 方式の二者間ファ クタリ ングの

事案である。 もっと も、 本件と は異なり 、 ファ クタリ ング業者である被

告が、 債権回収のリ スクをほと んど負っていないこ と 、 債権を売買の対

象と しつつ、 債権の額面と は無関係に金員の授受がなされていたこ と 、

原告が債権の買戻しを行わなかった場合には、 債権の一定金額分のみ
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の譲渡のために各債務者に債権譲渡通知が発送さ れてしまう と いった

不利益を受けるこ と から 、 事実上買戻しをせざるを得なかったこ と が

認定さ れている。 こ れら の事情から 、 返還合意があったと 同視できる

などと して、 真正売買であるこ と が否定されている。

裁判例②及び裁判例⑤は給与ファクタリ ングの事例である。

給与ファクタリ ングに関し、金融庁がノ ーアクショ ンレター（ 注2）によっ

て、 賃金は使用者が直接労働者に対して支払わなければならず、 賃金

債権の譲受人は、 常に労働者に対してその支払を求めるこ と と なるこ

と から 、 労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築さ

れていると いう こ と ができ、 経済的に貸付けと 同様の機能を有してい

ると して、 貸付けに該当すると の解釈が出されている。

裁判例②及び裁判例⑤においても 、 賃金の直接払いの関係で、 債務

者である使用者は、 必ず譲渡人たる労働者に対して賃金を支払う 必要

があり 、 その後、 労働者からファ クタリ ング業者への金銭の引き渡しが

必須と なり 、 貸付けと 同様の機能を有している等の理由から 、 真正売

買であること が否定されている。

裁判例③では、 ファ クタリ ング契約において、 第三債務者の債務不

履行時に、 債権譲渡契約を解除して、 譲渡人に対してファ ク タリ ング

業者が交付した対価の返還を求めたり 、 償還請求権を行使するこ と が

できるこ と と なっており 、 債権譲渡代金の名目で交付した金銭につい

て、 最終的にはファクタリ ング業者に対する返還義務が発生する仕組み

と なっている点、 譲渡債権の回収を譲渡人が代行した上でファ クタリ ン

グ業者に支払う も のと さ れており 、 実質的には譲渡債権に関する金銭

の支払いを全て譲渡人から 受ける処理を念頭に置いており 、 譲渡人の

支払能力に左右される点などから、 ファ クタリ ング業者が負担している
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のは、 第三債務者ではなく 譲渡人の無資力のリ スクであると して、 真正

譲渡であること が否定されている。

裁判例④は本件であり 、 上記で記載したと おり である。

裁判例⑥では、 債務者の債務不履行等により 、 譲受人が債務者から

債権を回収できない場合には、 譲渡人は責任を負わない旨が明記さ れ

ている点、 譲渡人がファ クタリ ング業者に支払う 必要があるのは、 あく

まで譲渡人が回収した額であり 、 譲受人が債務者からの債権回収リ スク

を負っている点等から 、 真正譲渡が肯定さ れている 。 なお、 譲渡債権

についての表明保証違反が契約の解除事由と なっていたと しても 、 結

論を左右しないと 判断さ れているこ と については、 下記「 ３ 」「（ 二）」

において後述する。

裁判例⑦は、 譲渡債権が、 地方公共団体に対する譲渡禁止特約付の

公共施設委託管理料等の債権である点が特徴的である 。 債務者が地方

公共団体であるこ と から、 債務者に債権譲渡が発覚すると 信頼を損ね、

譲渡人の事業の継続が困難と なるため、 何と しても 買戻し期限までに

譲渡債権を買い戻さ なければなら ない状況にあり 、 買戻しを余儀なく

されていた等の事情を踏まえ、 真正譲渡が否定されている。

３ 実務上の留意点

（ 一）各裁判例において重要視された基準

以上の裁判例を踏まえ、 以下の要素（ 注3）に従って各裁判例で言及さ

れた点を整理すると 、 別表のと おり と なる。

①当事者の意図： ②〜⑤の要素を踏まえて判断さ れるほか、 契約

上「 真正譲渡」であるこ と の明示があるか。

②法的支配権の移転： 買戻権等、 債権に対する法的支配権が譲渡

人に留保さ れているか。 譲渡人が債権の内容の変更権限を有す
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るか。

③経済的リ スクの移転： 償還請求権の有無等、 通常譲受人が負担す

べき経済的利益を負担しているか。

④被担保債権の不存在： 実質的に被担保債権の存在が認められるか。

⑤対価の相当性： 譲渡対価が割安である等、 相当性を欠く か。

（ 二）実務上の留意点

別表によると 、 本件を含め、 サイレント 方式の二者間ファ クタリ ン

グの事例において、 上記のいずれの裁判例においても 、 経済的リ スク

の移転の有無が重視されているこ と が分かる（ 注4）。

その要素と して、 償還請求権や買戻義務がある場合には、 債務者

の債務不履行時に譲渡人が債務を負担するこ と と なり 、 債務不履行

リ スクを譲渡人が負担しているこ と に直結し、 真正譲渡を否定する重

要な要素と なるものと 考えられる。 なお、 上記の裁判例からすると 、

債権の買戻義務について、 契約上、 買戻しが義務付けら れている場

合だけでなく 、 事実上、 買戻しが義務付けら れている場合を含むと

考えられる。

そこで、 ファ クタリ ング取引について真正譲渡性を担保するために

は、 少なく と も 償還請求権や買戻義務が定めら れないよ う 、 契約に

おいて配慮するこ と は必須である 。 その際、 債務者の債務不履行時

に譲受人が債権譲渡契約を解除するこ と を可能と すると 、 債権譲渡

代金の返還請求が可能であるため、 譲受人が債務不履行リ スクを負担

していないと 捉えられる点に留意が必要である。

一方、 表明保証違反を解除事由と するこ と については、 真正譲渡を

否定する要素と なら ない可能性がある。 例えば、 裁判例⑥では、 債

権譲渡の対象と なる債権につき、 無効、 取消、 解除等の抗弁事由が
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存在しないこ と 等が表明保証事項と さ れており 、 違反した場合には

解除が可能と さ れているこ と につき 、 譲渡債権の抗弁事由等が存在

しないこ と を表明保証の対象と するこ と 自体は、 債権譲渡の目的物

に法的問題がないこ と を契約の前提と し、 譲渡債権の回収リ スクを低

減するための合理的な措置であるから 、 こ のこ と をも って実質的に

貸付けに当たると いう こ と はできないと 判断されている（ 注5）。

こ の判断では、 譲渡債権の性質に着目した表明保証に違反したこ

と によ り 債権譲渡契約の解除が可能だったと しても 、 真正譲渡は否

定さ れないと 述べており 、 かかる前提からすると 、 その他の表明保

証事項への違反を契約解除事由と したと しても 、 真正譲渡を否定す

る要素にはなり 難いよう に思われる。

（ 田附　 周平）

（ 注１ ）･ 上木英典「 近時の裁判例の分析から みるファ クタリ ング取引の論点整理」

（ 金融法務事情2206号33頁） において、 サイレント 方式・ ノ ンサイレント 方

式等、 ファ クタリ ング取引の形態に関する解説がなさ れている。

（ 注２ ）･ 金融庁監督局総務課金融会社室長「 金融庁における一般的な法令解釈に

係る書面照会手続（ 回答書）」 令和₂ 年₃ 月₅ 日

（ 注３ ）･ 佐野史明「 ファ クタリ ング取引の論点整理」（ 金融法務事情2146号35頁）。

なお本裁判例の解説（ 金融法務事情2176号68頁） では倒産法の文脈におけ

る真正売買性の判断要素と して、 別の判断要素が引用さ れている。

（ 注４ ）･ 給与ファ クタリ ングは、 上記のと おり ノ ーアクショ ンレターによる解釈が

示さ れている こ と も あり 、 真正譲渡である と 主張する こ と は困難である

と 考えられる。

（ 注５ ）･ また、 裁判例③では、 瑕疵ある債権を譲渡し た譲渡人に対する譲渡代金

の返還請求権を超えて、 債務者の支払能力の欠如によ る返還請求権を問

題視し ている こ と から 、 債権の瑕疵に基づく 返還請求権については許容

さ れているよ う にも 思われる。
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一　 はじ めに

近時、 事業に関する一定の債務（ 主と して金銭債務）を負担する事業者

が当該債務の履行確保（ 顧客や取引相手方の保護） を図るこ と を目的と し

て信託取引（ 本稿ではかかる取引を「 履行確保を目的と する信託取引」 と

呼称するこ と と する 。） が活用さ れる場面が見ら れるが、 これらは、 法令

上に根拠を置く も のから 、 任意の仕組みと して用いられるものまで、 用

いら れる場面や態様も 様々である。 本稿では、 履行確保を目的と する信

託取引の仕組み等を確認した上で、 実務上問題と なる論点について検討

する（ 注１ ）。

二　 信託を用いた履行確保（ 資金保全） と は

１ 　 履行確保を目的と する信託取引の基本構造

（ 一） 概要

履行確保を目的と する信託取引と は、 事業者が自身の提供するサービス

に関して顧客等に対する金銭債務等を負担する場合において、 事業者が

当該債務を履行しない又は履行できない場合であっても 、 顧客等に対し

て当該債務に従った給付がなさ れるよ う にするこ と を目指す信託取引で

ある。

（ 二）基本構造

上記目的の達成のため、 事業者が履行確保すべき債務相当額の金銭等

を予め信託し、 履行期限が到来した場合や履行条件が成就した場合に信

託（ 受託者） から顧客等に対して金銭を交付すると いう 仕組みが採られる 。

その基本的構造は、 以下のと おり である（ スキーム図参照）。

①事業者と 顧客等と の間における原因取引に基づき 、 顧客等が事業者
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に対して金銭債権等を取得する。

②原因取引における顧客等に対する上記①に係る債務の履行確保を行

う こ と を企図する事業者が信託の「 委託者」 と して、 当該債務の引当と な

る金銭を「 受託者」（ 信託銀行又は信託会社）に対して信託する（ 注２ ）。「 受

託者」 は、 前記①によ り 信託を受けた金銭を信託契約に従い、「 受益者」

のために管理運用する。

③「 受益者」 については、 顧客等及び事業者と するこ と が想定さ れる 。

まず、 原因取引における債権者である顧客等に対して当該債権の履行と

して金銭を交付する場面においては、 顧客等を「 受益者」 と して（ 注３ ）信託

契約に従い信託財産である金銭を交付する 。 また、 信託財産の運用によ

り 収益が生じた場合には、 当該収益を事業者へ交付するこ と が想定さ れ

るほか、 原因取引上、 顧客等への債務履行の全部又は一部が不要と なっ

た場合には、 履行不要と なった部分の金銭を事業者へ戻すこ と も 想定さ

れる。 かかる場面においては、 事業者も「 受益者」 と して当該金銭を交付

すること と なる。

【 スキーム図】

委託者

（事業者）

受益者

（顧客等）

受託者

（信託銀行等）

①原因取引に基づく

金銭債権等

②金銭信託

③信託財産の交付



履
行
確
保
を
目
的
と
す
る
信
託
取
引
の
実
務

144

（ 三） 具体例

（ i） 法令を根拠と する信託取引と 、（ ii） 法令を根拠と しない任意の

仕組みと しての信託取引に分類できる。

（ i） の具体例と しては、 顧客分別金信託（ 金融商品取引法（ 以下「 金

商法」 と いう 。） 第43条の２ 第２ 項） が挙げられる。 この信託取引は、

金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた資金のう ち顧客へ返金

すべき額の金銭（ 顧客分別金）を保全するこ と を目的と するものであ

り 、 ①顧客が金融商品取引業者等に対して保有する顧客分別金に係

る返還請求権を保全するため、 ②金融商品取引業者等が信託銀行に

対して顧客分別金を金銭信託し、 それに伴い顧客が受益権を保有す

るこ と と なり 、 ③別途選任さ れる受益者代理人において受益権を行

使するこ と によ り 、 信託財産である顧客分別金が信託銀行から受益

者である顧客へ交付さ れるこ と と なる 。 こ のほか、 商品顧客区分管

理信託（ 金融商品取引業等に関する内閣府令（ 以下「 金商業府令」 と

いう 。）第142条の５ ）、 顧客区分管理信託（ 金商業府令第143条の２ ）、

発行保証金信託（ 資金決済に関する法律（ 以下「 資金決済法」 と いう 。）

第16条）、 履行保証金信託（ 資金決済法第43条） も法令を根拠と する

信託取引と して分類できる。

次に、（ ii） の具体例と しては、 不動産取引や M& A 取引などにお

ける譲渡対価の支払債務を保全するためのエスクロー信託が挙げられ

る。 具体的には、 ①不動産売買契約に基づいて売主が買主に対して

売買代金債権を取得し 、 ②こ れを保全するため、 売買契約上の譲渡

実行日前に買主が信託銀行に対して代金相当額を金銭信託し 、 それ

に伴い売主が受益権を保有するこ と と なり 、 ③譲渡実行日において

譲渡実行の前提条件が成就したこ と が確認できた場合に、 売主が受
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益権を行使するこ と によ り 、 信託財産である売買代金相当額の金銭

が信託銀行から売主へ交付されるこ と と なる。

２ 信託の特性

履行確保を目的と する信託取引は、 信託の特性を利用して履行確保（ 資

金保全）を図る取引であり 、 具体的には、 信託財産の独立性（ 受託者から

の倒産隔離機能）及び委託者からの倒産隔離機能と いう 信託の特性に着目

した取引と いう こ と ができる。

（ 一）信託財産の独立性（ 受託者からの倒産隔離機能）

信託の特性と して、 ①信託財産に属する債権等について受託者に

対する債権者から の相殺が制限さ れ（ 信託法第22条第１ 項）、 ②受託

者の債権者による信託財産に属する財産に対しての差押えが制限さ

れ（ 信託法第23条）、 ③受託者に倒産手続が開始さ れた場合であって

も、 信託財産に属する財産は倒産財産に属さ ず、 受託者の倒産手続

に服さ ないこ と と される（ 信託法第25条）。 こ のよう に、 信託財産に

属する財産は、 受託者に対する債権者の引当てと なる責任財産と は

ならず、 また受託者に信用不安が生じた場合や倒産手続が開始した

場合であっても 、 原則と して受託者自身の倒産手続に服さ ないこ と

と なる（ こ れを「 信託財産の独立性」 あるいは「 受託者からの倒産隔

離機能」 と いう 。）。 履行確保を目的と する仕組みにおいて、 金銭を保

管・ 管理する者から の倒産隔離が図ら れているこ と は重要な条件で

あり 、 信託財産の独立性と いう 特性を有する信託スキームは、 かかる

履行確保を実現するための仕組みと して適していると いえる。

（ 二）委託者からの倒産隔離（ 注₄ ）

事業者の債務の履行を確保するための手法と して伝統的には担保
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権の設定が用いられてきたと こ ろ、 こ の場合には、 債権者である顧

客は倒産手続において担保権者と して一定の制約に服するこ と と な

る。 すなわち、 ①事業者に会社更生手続が開始さ れた場合には、 担

保権者である顧客は更正担保権者（ 会社更生法第２ 条第11項） と な

り 、 会社更生手続外における担保権実行ができず（ 同法第50条第₁

項）、 更生計画に従わない弁済等が禁止され（ 同法第47条）、 更生計画

により 当該顧客の権利が変更さ れ得る（ 同法第168条） など、 権利の

実現に大きな影響を生じるこ と と なる 。 また、 ②事業者に破産手続

又は民事再生手続が開始さ れた場合においては、 別除権と して破産

手続又は民事再生手続外において担保権を実行するこ と は可能であ

るも のの（ 破産法第65条第₁ 項、 民事再生法第53条第₂ 項）、 担保権

実行中止命令（ 民事再生法第148条）や担保権消滅の申立て（ 破産法第

186条、 民事再生法第148条）により 倒産管財人等による介入を受ける

可能性がある。

こ れに対し、 信託を用いる場合には、 信託の対象と なる財産が委

託者から 受託者に対して信託譲渡さ れ、 法形式上は当該財産の所有

権は委託者から 受託者へ移転するこ と と なる 。 こ のよ う に、 事業者

が倒産した場合における信託財産（ 金銭）の倒産財団への組込みや倒

産手続における制約を回避するための有用な手法と して信託が用い

られる。

も っと も 、 履行確保を目的と する信託取引においては、 その担保

的機能を理由と して委託者からの倒産隔離が十分に図ら れていない

と 評価さ れる可能性があり 、 こ の点は後記三の１ において述べるこ

と と する。
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三 実務上の論点

１ 　 委託者から の倒産隔離の確保

（ 一）問題の所在

履行確保を目的と する信託取引については、 信託譲渡と いう 法形

式を採る場合であっても 、 信託取引が何ら かの担保的機能を有する

場合には、 実質的に当該譲渡が担保権の設定に過ぎないと 判断さ れ

る可能性は残ると 考えら れる 。 そして、 委託者からの倒産隔離が十

分に図られない場合には、 受託者及び受益者は当該資産に対して担

保権を有しているに過ぎないものと して倒産手続上取り 扱われ、 倒

産手続における制約に服する可能性がある 。 したがって、 委託者か

らの倒産隔離が十分に確保されるスキームであるか否かと いう 点は重

要な意味を有すると いえる。

（ 二）判断枠組み

真正譲渡性の判断枠組みに関して、学説上諸説あるものの、証券化・

流動化取引における実務においては、 様々な要素を総合的に考慮し、

実質的に「 担保」 と 判断さ れる否かを検討するアプローチが広く 採用

されており 、 かかるアプローチにおいて考慮される主要な要素と して

は、 ①信託財産に対する法的支配権限、 ②信託財産に対する経済的リ

スクの負担、 ③被担保債務の存在（ 注₅ ）などが挙げられる（ 注６ ）。 そして、

かかる判断枠組みや基準は、 担保的機能を有する信託取引において

も 妥当するも のと 考えら れる 。 以下では、 履行確保を目的と する信

託取引におけるスキーム上の主なポイント ごと に上記考慮要素と の関

係を検討する。

（ 三）検討ポイント（ i） －信託財産に対する権限
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⑴　 検討事項

信託財産の処分や受益権の行使について委託者が一定の権限を

有する場合や受益者の権利行使に一定の制限がかけら れている場

合には、 委託者が信託財産に対して法的支配権限を有しているも

の（ 上記①） と 評価されないかが問題と なる。

⑵　 考察

顧客分別金信託など法令を根拠と する信託取引においては、 受

益者（ 顧客）や受益者代理人は委託者に信用不安や倒産手続が生じ

る場合まで権利行使するこ と ができないものと されるこ と が多く、

こ の点をも って担保目的物を債務不履行時に処分できる実行権及

び債務不履行時まで処分できないと いう 補充性が認められると 評

価する見解もある（ 注₇ ）。 もっと も 、 受益者側に加えて委託者の側に

おいても信託期間中に信託財産を自由に処分等するこ と はできな

いものと さ れており 、 委託者に信託財産に対する法的支配権限は

残っていないと いう 評価が可能であるよう に思われる。

また、 法令を根拠と しない信託取引についても 、 実務上は、 受

託者に対して委託者及び受益者の連名による信託財産交付に係る

指図がなさ れた場合に限り 信託財産を交付すると いう 仕組みが採

ら れる場合が多く 、 かかる仕組みを前提と すると 、 委託者単独で

の信託財産の処分等はできず、 委託者は信託財産に対する法的支

配権限を有しないと 考えられる。

（ 四）検討ポイント（ ii） －信託の解約

⑴　 検討事項

信託の解約及びそれに伴う 信託財産の受領について委託者が一

定の権限を有する場合には、 委託者が信託財産に対して法的支配
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権限を有している（ 上記①） と 評価されないかが問題と なる。

⑵　 考察

基本的に原因取引の両当事者（ 委託者及び受益者）の合意がない

限り 、 信託の解約ができない仕組みが採ら れる場合には、 委託者

の信託財産に対する法的支配権限は問題と ならないと 考えら れる。

他方、 顧客分別金信託のよ う に、 委託者が顧客（ 元本受益者）に対

して原因取引に基づき負担する債務等の金額（ 保全すべき金額）を

超える信託財産部分につき解約するこ と が可能と さ れるも のがあ

る（ 金商業府令第141条第１ 項第９ 号イ、 同条第３ 項）。 も っと も 、

かかる信託の解約は、 委託者が何ら の制限も なく 裁量をも って自

由に権利行使できるも のではなく 、 原因取引の債務額と いう 客観

的指標に基づいて権利行使の可否や範囲が定まる と いう 点を考慮

すると 、 直ちに委託者が信託財産に対する法的支配権限を有して

いると まではいえないと の評価が可能と 思われる（ 注₈ ）。

（ 五）検討ポイント（ iii） －追加信託義務

⑴　 検討事項

信託期間中に委託者が追加信託を行う 信託取引が存在するが、か

かる追加信託が信託財産の損失等の補てんを行う ものと して、 委

託者が信託財産に対する経済的リ スクを負担しているもの（ 上記②）

と 評価されないかが問題と なる。

⑵　 考察

追加信託の目的が信託財産の損失等の補てんにあるか否かを基

準に評価するこ と が妥当である と 考える。 例えば、 顧客分別金信

託においては、 要保全額（ 法令に基づき保全すべき金額）と 実際の

保全額（ 信託財産中の金銭の金額）と の差額分の金銭を委託者が追
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加信託するも のと さ れている（ 金商業府令第141条第１ 項第７ 号）

と こ ろ、 かかる追加金銭信託は、 専ら 要保全額の増額に伴いなさ

れるこ と が想定さ れるも のであって、 運用に伴う 既存の信託財産

の目減り 等を補う 性質のものではないため、 こ の点のみをも って

委託者が信託財産に対する経済的リ スクを負担していると まではい

えないと の整理が可能であると 思われる。

（ 六）小括

検討した内容を総合すると 、 顧客分別金信託等の法令上に根拠を

置く 信託取引については、 委託者について信用不安があった場合に

初めて受益者（ 受益者代理人）が元本受益権を行使できると いう 点で

担保的要素を有するこ と は否定し難いものの、 他方で委託者におい

ても信託財産を自由に処分等する権限が認められていないこ と を踏

まえると 、 上記の点をも って委託者による信託財産に対する法的支

配権限が当然に見出さ れるものではないと 思われる（ 前記（ 三）参照）。

また、 委託者の追加信託義務や信託の解約権が存在する点について

も 、 信託財産に対する法的支配権限や経済的リ スク負担と いう 判断要

素と の関係において一応の合理的な説明が可能であると 思われる（ 前

記（ 四）及び（ 五） 参照）。 こ れらを踏まえると 、 上記信託取引につい

て委託者からの倒産隔離が認められる余地も相当程度あると 考える。

また、 法令に根拠を置かない任意の信託取引に関しても、 同様に、

信託財産に対する法的支配権限や経済的リ スク負担のいずれの観点か

らも合理的な説明が可能であるこ と（ 加えて、 スキーム自体もそれら

の判断要素が認められないよう に柔軟にアレンジが可能であるこ と ）

を踏まえると 、 委託者の倒産隔離が十分に図られたスキーム組成も可

能であると 考える。
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２ 　 犯収法上の取引時確認義務

（ 一）検討事項

犯罪による収益の移転防止に関する法律（ 以下「 犯収法」 と いう 。）

において、「 受益者と の間の法律関係の成立」のと きに、 受託者は受

益者について取引時確認を行う こ と が求められている（ 犯収法第２ 条

第３ 項、 第４ 条第１ 項、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施

行令（ 以下「 犯収法施行令」 と いう 。）第₅ 条、第７ 条第₁ 項第１ 号ニ）。

こ のう ち、 法令の規定によ り 顧客への返還資金等の保全のため信託

を行う 場合には、 例外的に取引時確認は不要と されている（ 犯収法施

行令第７ 条第１ 項、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規

則（ 以下「 犯収法施行規則」 と いう 。）第４ 条第１ 項第１ 号）。

し たがって、 法令を根拠と しない信託取引であって、 受益者が多

数に上るも のについては、 受託者にと って受益者についての取引時

確認の負担が問題と なる。

（ 二）実務上の対応

こ の点、 法令上、 特定事業者が信託取引を行う 場合において、 信

託の受益者の受益権に停止条件若し く は期限が付さ れていると きは、

特定事業者が当該停止条件の成就若し く は当該期限の到来を知った

時に当該受益者と の間で法律関係が成立したも のと みなして、 受益

者に対する取引時確認の規定を適用するものと さ れている（ 犯収法施

行令第８ 条第２ 項）。

そこ で、 実務上、 委託者の倒産手続開始等の一定の事由が発生す

る（ 停止条件の成就） までは、 顧客を「 潜在的元本受益者」 と いう 位

置付けに留め受益権を「 取得しない」（ 受益者と ならない） と いう 構

成が採用される場合がある。 この場合、 信託設定の段階では顧客（ 受
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益者） と の間で法律関係が成立していないため取引時確認は不要と な

り 、 その後、 停止条件が成就し顧客が初めて受益権を取得した（ 受益

者と の間で法律関係が成立した）段階で取引時確認を行えば足り るこ

と と なる。

四　 最後に

履行確保を目的と した信託取引は、 法令を根拠と する取引を含め

て広く 利用さ れる上、 個々の原因取引や当事者間のニーズに応じて

アレンジされて利用されるこ と も多い。 かかるアレンジの際には、 既

に述べてきたよ う に委託者からの倒産隔離の観点や犯収法上の取引

時確認の観点等からスキームの仕組みを検討するこ と が重要と なる。

本稿がそのよう な実務における一助と なれば幸いである。

（ 小柏　 光毅）

（ 注１ ）･ なお、 本稿で取り 上げる 信託取引は、 いわゆるエスクロ ー信託と 呼ばれ

るも のと ほぼ同義である 。 も っと も 、 その用語自体も 多義的であるため、

本稿ではその特性を踏まえて「 履行確保を目的と する信託取引」 と 呼称す

るこ と と する 。

（ 注２ ）･ よ り 簡便かつ低コスト に行う 方法と し て自己信託（ 信託法第３ 条第３ 項）

を用いる こ と も 考えら れるが、 委託者兼受託者と なる事業者自身におい

て信託財産の分別管理等を行う こ と と なるため、 かかる分別管理等が適

切に行われない場合には、 信託財産の独立性が認めら れない可能性があ

る点には留意が必要と なる。

（ 注３ ）･ なお、 顧客等については、 一定の事由が生じ る（ 債務の履行期限の到来

又は条件の成就） までは「 受益者」 と しての具体的な地位及び権利を有し

ないものと 仕組まれるこ と が多い。 こ の理由については、 第三の２ 参照。

（ 注４ ）･ 資産譲渡取引等の場面一般で用いら れる「（ 当初保有者から の） 倒産隔離」

（ あるいは「 真正譲渡」） と いう 用語については、 必ずし も画一的な意味で

用いられているわけではないが、 本稿においては、 資産の当初保有者（ 委

託者） が当該資産を譲渡（ 信託譲渡） し た場合において、 当初保有者（ 委
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託者） について破産手続その他の倒産手続が開始さ れたと き に、 当該資

産が倒産手続に服する当初保有者の財産に属するも のではなく 、 当該財

産の譲受人（ 受託者） が当該財産に対し て有する権利が当初保有者（ 委託

者） の倒産手続に服する 担保権である と 判断さ れないこ と 、 を意味する

も のと し て用いる こ と と する（ 同様の意味で用いる も のと し て、 西村あ

さ ひ法律事務所編『 資産・ 債権の流動化・ 証券化〔 第4･版〕』 32頁等）。

（ 注５ ）･ なお、履行確保を目的と する信託取引では、委託者（ 事業者） の受益者（ 顧

客） に対する金銭債務が存在し、 こ れを担保する こ と が信託取引の前提

と なるが、 他の要素を考慮し た場合に担保取引と 評価さ れる だけの実質

を有し ている と はいえない取引も 存在し 得るため、 あく まで考慮要素の

一つと して捉えておく のが適切と 考えら れる。

（ 注６ ）･ 具体的な実務や取引を踏まえた真正譲渡性の判断要素を示すも のと して、

西村総合法律事務所編『 ファ イナンス法大全（ 下）』（ 商事法務、 2003） 33･

頁以下、 金融法委員会「 信託法に関する中間論点整理」（ 平成13年６ 月12･

日） 24頁以下、「 マイカル証券化スキームに関する山本和彦教授意見書の

全文」 金法1653号44頁、 後藤出〔 事業再生研究機構〕 証券化問題委員会報

告「 資産流動化取引における『 真正売買』（ 上）・（ 下）」 NBL739号62頁及

び740号76頁（ 2002）。

（ 注７ ）･ 水野大「 履行確保のための信託・ 決済のための信託」 ジュ リ スト 1450号

（ 2013） 17頁〜 18頁、 水野大「 委託者倒産時における他益信託の信託財産

の取扱い―規約型年金信託と 顧客保全型信託を中心に」 長島・ 大野・ 常

松法律事務所編『 ニュ ーホライズン事業再生と 金融』（ 商事法務、 2016）

365頁。

（ 注８ ）･ 他方、 こ の点をも って担保設定者による受戻権を認める こ と ができる と

評価する見解と し て、 水野・ 前掲（ 注8） 14頁、 長島・ 大野・ 常松法律事

務所・ 前掲（ 注８ ） 365頁。
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一　 はじ めに

預金取引は、 金融機関にと って、 最も基本的かつ日常的な業務である。

金融機関は、「 口座名義」を基礎と して、 顧客から金員を預かり 、 管理し、

払戻請求があれば払い戻す。

では、 他人名義で預入行為を行ったと の申出により 、「 口座名義」 と い

う 預金者を認定するにあたっての基礎が揺ら ぎ、 金融機関が保有する情

報では、 払戻請求者が正当な払戻権限を有するか否か確認できない場合

には、 金融機関はどのよう に対応したらよいのであろう か。

本稿では、他人名義預金（ 注１ ）であると の主張と と もに払戻請求がなされ、

金融機関が払戻しを留保していた場合における金融機関の遅滞責任につ

いて判断した東京地裁令和４ 年３ 月30日判決について紹介・ 検討する（ 注２ ）。

二　 東京地裁令和４ 年３ 月3 0 日判決

１ 　 事案の概要

Ｘ １ 、 Ｘ ２（ 以下「 原告ら 」 と いう 。） の母親Ｂ が、 その従妹であるＡ名義

で預貯金を有していたと こ ろ、 Ｂ が死亡したこ と によ り 、 原告らが同預

貯金を相続したと 主張して、Ｙ １ 〜Ｙ ３ 銀行（ 以下「 被告ら 」と いう 。）に対し、

①同預貯金の払戻し、 ②訴状若し く は訴えの変更申立書の送達の翌日又

は口頭弁論終結日の翌日から 支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた

事案である。

相続関係図及び本件預貯金明細は以下のと おり である。
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被告 名義（ フリ ガナ） 預金種別 金額 備考

１ Ｙ １ Ａ（ Ａ - ２ ） 普通 13万9830円 小岩支店

２ Ｙ １ Ａ（ Ａ - ２ ） 定期 977万1777円 同上

３ Ｙ ２ Ａ（ Ａ - ２ ） 通常 242万272円 同上

４ Ｙ ２ Ａ（ Ａ - ２ ） 担保定額 現存せず
令和２ 年５ 月21日満期に

よ り 、 上記３ に振替預入

５ Ｙ ２ Ａ（ Ａ - ２ ） 担保定額 現存せず
令和２ 年５ 月21日満期に

よ り 、 上記３ に振替預入

６ Ｙ ２ Ａ（ Ａ - １ ） 定期 30万円

７ Ｙ ３ Ａ（ Ａ - ２ ） 普通 13万4017円 小岩支店

８ Ｙ ３ Ａ（ Ａ - ２ ） 別段 300万718円 小岩支店

【 本件預貯金明細】

【 相続関係図】
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２ 　 争点

本件の争点は、 以下のと おり である。

①本件各預貯金はＢ に帰属するか

②Ｂ の相続人の範囲（ 家族関係証明書等に子と してＸ ２ が記載さ れ

ていないと ころ、 Ｘ ２ はＢ の相続人であるか、 また原告らの他に

Ｂ の相続人がいるか）

※結論と し て、 Ｘ ２ はＢ の相続人であり 、 原告ら の他にＢ の相続人は

いないと 判断さ れている 。 紙幅の都合上、 詳細は省略する。

③遅延損害金の発生日（ 金融機関はいつの時点から遅滞の責任を負

う か）

３ 　 各当事者の主張概要

（ 一） 争点₁ 　 本件各預貯金の帰属

⑴　 原告らの主張概要

原告ら は、 以下の理由から、 本件各預貯金はいずれも Ｂ に帰属

すると 主張した。

①Ｂ はＹ ２ 銀行、 Ｙ ３ 銀行及び訴外Ｊ 銀行のキャッ シュカード を自

宅で保管していた。

②Ｂ は、 ＡからＹ １ 銀行に宛てた変更届兼キャッ シュカード ・ カー

ドローン変更申込書書類を保管していた。 Ａは、 Ｂ に対し、 保険

証を送る旨の手紙を送付しており 、 前記変更申込みにあたって

Ｂ がＡから保険証を借り て使用したこ と が推測される。

③Ｙ ３ 銀行からＡ宛てのはがきがＢ の住所へ送付されていた。

④Ａの住所は神奈川県であるにもかかわら ず、 Ａ名義の書面がＢ

の住所（ 東京都葛飾区）へ送付されている。 また、 各書面に記載

されている電話番号はＢ のものであった。

⑤各書類の筆跡はＢ のものであった。
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⑥Ａの相続人Ｈ及びＩ は、 本件各預貯金がいずれも Ｂ の出捐によ

るものであって、 Ｂ の預貯金であるこ と を認めている。

⑦Ｂ は本件各預貯金に係る原資を出捐する資金を有していた。 具

体的には、 宝石商であるＫから 援助を受けていた。 また、 Ｂ は

生命保険を解約し 、 700万円の現金を有していた。 Ｂは、 Ｂを資

金援助していたＫの死亡後、 生活保護の申請を考えており 、 生活

保護を受給するためにＡ名義で預貯金をしたことが推測される。

⑵　 被告らの主張概要

被告ら は、 本件預貯金の名義人の住所及び生年月日はＡのもの

であるこ と 、 Ａ及びＢ の筆跡は証拠上明ら かでないこ と 、 Ａの相

続人がＨ及びＩ のみと は限ら ないこ と などから 、 本件預貯金がＢ

に帰属すると はいえないと 主張した。

（ 二）争点３ 　 遅延損害金の発生日

⑴　 原告らの主張概要

原告ら は、 訴状若し く は訴えの変更申立書送達の日の翌日又は

口頭弁論終結日の翌日から遅延損害金の支払義務を被告ら が負う

べきと 主張した（ 注３ ）。

⑵　 被告らの主張概要

被告ら は、 本件においては、 原告ら が本件各貯金の権利者であ

るこ と の立証がないこ と から 、 払戻しに応じないこ と について正

当な理由があると いう べきであり 、 遅延損害金の支払義務を負う

こ と はない旨を主張した。

４ 　 裁判所の判断概要

（ 一）争点１ 　 本件各預貯金の帰属

裁判所は、 本件各預貯金はＢ に帰属すると 判断した。 判断理由の
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概要は以下のと おり である。

・ Ａの相続人はＨ及びＩ のみである。 Ａの相続人であるＨ及びＩ があ

えて虚偽を述べるよ う な動機も 伺われず、 本件各預貯金について

Ｂ が生前に自己の出捐で預け入れたものであって、 Ｂ に帰属して

いたも のである旨を認めているこ と は、 本件各預貯金がいずれも

Ｈに帰属していたこ と を相当強く 推認させる。

・ 通帳又はキャッ シュカード をＢ が自宅で保管しており 、 こ れら を

他人に預けるよ う なこ と は考え難い。 また、 本件各預貯金の支店

がＢ の住所から近く 、 Ａの住所から 遠い小岩支店であったこ と は、

Ｂ がＡ名義で預貯金をしたこ と を推認させる。

・ 本件各預貯金に関する書面にＢ の自宅電話番号が記載さ れていた。

ＡがＢ の自宅電話番号を記載しなければなら ない事情はなく 、 他

方、 Ｂ は本人確認書類と の照合が不要な電話番号については自ら

のものを記載したと 考えられる。

・ 筆跡鑑定結果は不合理な点はなく 、 前記推認を支えるものと いえる。

・ Ｂ は生命保険を解約し 、 相応の金員を有していたこ と に照らせば、

Ｂ の出捐によるものであると しても不自然ではない。

・ 生活保護受給目的であったと 思われる旨のＸ ２ の陳述書、 Ｂ が実際

に手当を受給しているこ と を踏まえると 、 Ｂ には別名義で口座を

開設・ 使用する動機があった。

（ 二）争点３ 　 遅延損害金の発生日

裁判所は、「 金融機関において、 払戻請求者が正当な払戻権限を有

する者であるか否かを確認するために必要かつ相当な期間について

払戻しを留保するこ と は、 正当な理由があって違法性がないから、 同

期間は履行遅滞に当たら ないと いう べきであり 、 金融機関は同期間
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経過後に遅滞の責任を負う ものと 解するのが相当である 」と 判断した。

そして、 本件預貯金は、 いずれも Ｂ と は別の名義と なっているこ と

に加え、 Ｂ の相続人の範囲を判断するこ と が必ずしも容易ではない

こ と 、 Ａの相続人の範囲についても同様の問題があるこ と などを踏

まえる と 、 本件においては、 本判決の確定に至るまでの間は、 被告

ら において、 原告ら が正当な払戻権限を有する者であるか否かを確

認するこ と ができないと して払戻しに応じないこ と には正当な理由

があると いう べきであると 判断した。

以上から、 被告ら は、 いずれも 本判決確定の日の翌日から 遅滞の

責任を負う も のであり 、 同日から 支払済みまで民法所定の年３ パー

セント の割合による遅延損害金の支払義務を負う と した。

三　 争点に関する議論状況及び検討

１ 　 本件預貯金の帰属（ 預金債権の帰属） について

預金債権の帰属の判断基準に関する学説は多岐にわたるが、 伝統

的には、 ①預入行為者が出捐者の金員を横領して自己の預金と する

などの特段の事情がない限り 、 自らの出捐によ り 、 自己の預金と す

る意思で、 自ら 又は使者、 代理人を通じて預金契約をした者をもっ

て預金者と する客観説、 ②預入行為者が他人の預金であるこ と を表

示しないか、 又は銀行が実質上の権利者を知らない限り 、 預入行為

者をも って預金者と する主観説、 ③原則と して客観説によるが、 預

入行為者が自己を預金者であると明示又は黙示に表示した場合には、

預入行為者をもって預金者と する折衷説に大別されている（ 注４ ）。

最高裁判例についてみると 、 まず、 最三小判昭和48年３ 月27日（ 民

集27巻２ 号376頁）が、 無記名定期預金（ 注５ ）について、「 無記名定期預
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金契約において、 当該預金の出捐者が、 自ら 預入行為をした場合は

も と よ り 、 他の者に金銭を交付し無記名定期預金をするこ と を依頼

し、 こ の者が預入行為をした場合であっても 、 預入行為者が右金銭

を横領し自己の預金と する意図で無記名定期預金をしたなどの特段

の事情の認めら れないかぎり 、 出捐者をもって無記名定期預金の預

金者と 解すべきである」 と 判示した（ 注６ ）。

続いて、 記名式定期預金について、 最三小判昭和57年３ 月30日（ 金

法992号38頁）が、 前記判例を引用した上で、「 この理は、 記名式定期

預金においても異なるものではない」 と 判示した（ 注７ ）。 これらから最

高裁判例は一般的に客観説に立っていると 解されていた。

しかしながら、 その後、 普通預金債権の帰属について、 最二小判

平成15年２ 月21日（ 民集57巻２ 号95頁）、 最一小判平成15年６ 月12日

（ 民集57巻６ 号563頁）が、 前記定期預金に関する最高裁判例を引用せ

ず、 また、 一般論や規範を示さず、 預金口座開設者、 預金口座名義、

預金通帳及び届出印の保管状況、 預金原資の帰属等の諸要素を勘案

した上で、 普通預金債権の帰属を判断した。

以上のよう な学説や最高裁判例の状況の中、 預金債権の帰属は、 結

局のと こ ろ誰が預金契約の契約当事者であるかと いう 事実認定の問

題であるこ と から、 定期預金、 普通預金を問わず、 預金原資の出捐

関係、 預金開設者、 出捐者の預金開設者に対する委任内容、 預金口

座名義、 預金通帳及び届出印の保管状況等の諸要素を総合的に勘案

した上で、 誰が自己の預金と する意思を有していたかと いう 観点か

ら 預貯金債権の帰属を認定すると いう 総合考慮説が有力と なってい

る。

本件裁判例においても 、 一般論や規範は示さ れておら ず、 本件各



163

〔
金
融
取
引
法
部
〕

預貯金の帰属について利害関係を有しているＡの相続人であるＨ及

びＩ が自ら に不利益と なるＢ による出捐及びＢ への帰属を認めてい

るこ と 、 通帳又はキャッ シュカード の保管状況、 本件各預貯金の支

店と 住所の関係性、 本件各預貯金に関する書面への電話番号の記載

及び筆跡、 預金原資の出捐関係、 Ａ名義口座開設の動機などの諸要

素を総合的に勘案した上で、 本件各預貯金はＢ に帰属すると 判断さ

れている。

本件各預貯金の帰属について利害関係を有しているＡの相続人Ｈ

及びＩ も本件各預貯金がＢ に帰属すると 主張している以上、 こ れに

反してまで、 本件各預貯金がＢ に帰属しない（ Ａに帰属する） と は認

定し難いこと に鑑みれば、 裁判所の判断は妥当であると 思われる。

しかしながら、 被告ら から すれば、 出捐関係や利用状況等、 Ｂ の

事情を詳細に把握するこ と は困難であり 、 Ｂ の事情を把握できたと

しても こ れら の事情を総合的に勘案して預貯金債権の帰属を判断す

る枠組みが採られる可能性が高いこ と に照らせば、 判決が確定する

までの間、 預貯金の名義を重視した対応を行う こ と はやむを得ない

よう に思われる（ 注８ ）。

２ 　 遅延損害金の発生日について

預貯金はいつでも 払戻請求ができ 、 請求があった翌日には遅滞に

陥る（ 民法412条）。 そして、 金銭債務の不履行についての損害賠償、

いわゆる遅延損害金について、 債務者は不可抗力をも って抗弁と す

るこ と ができない（ 同法419条３ 項）。 これらの条文の解釈から、 金融

機関が払戻請求者が正当な払戻権限を有する者であるか否かを確認

するため払戻しを留保した場合に、 請求があった翌日から遅延損害

金の支払義務を負う と 考えるのか、 それと も 、 一定期間経過後に遅
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延損害金の支払義務を負う と 考えるのか、 さ ら には後者の考え方を

採用した場合、「 一定期間」をどのよう に考えるのかが問題と なる。

学説では、 民法419条３ 項は、 金銭債務の不履行についての損害賠

償について、 不可抗力による免責を否定するも のであるので、 同法

412条所定の要件を満たしていても履行遅滞と 評価さ れない場合には、

債務者はそもそも損害賠償責任を負わず、 同法419･条3･項適用の前提

を欠く と いう 見解が示されている（ 注９ ）（ 注10）。

従来の裁判例においても、「 銀行が預金者本人を確認するために必

要最小限の相当の期間経過後は・・・違法である」 と 判示するもの（ 注11）や、

金融機関において払戻請求者が正当な払戻権限を有するか否かを「 確

認するため必要かつ相当と 認めら れる期間につき払戻しを留保する

こ と には、 正当な理由があって違法性はなく 、 履行遅滞の責任は負

わないものと 解するのが相当である」 と 判示するもの（ 注12）がある（ 注13）。

調査・ 確認のために相当な期間の経過時＝判決の確定時と いう 一般

法理が定立さ れているわけではないが、 その他従来の裁判例を踏ま

えると 、 次の判断基準が概ね確立されているものと 考えられている。

①預金の帰属先に争いがある場合については、 金融機関は債権者

を確知するために必要な一定の期間、 払戻しを留保するこ と が

できるが、 その一定の期間の具体的な長さ は事案によって区々

である。

②債権者と 称する者が複数競合しない限り 、 債権者不確知による

弁済供託は有効と はなら ず、 金融機関は債権者を確知するため

調査を行う 必要があるが、 他方、 弁済供託の要件が充足さ れる

場合には、 直ちに供託をしなければ金融機関は遅延損害金の支

払を免れない（ 注14）。
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また、 前記②に関し、 債権者不確知を理由と する供託は、 債権成

立後の事情により 債権者を確知できなく なった場合に認めら れるも

のであり 、 債権の成立自体が何人と の間に生じたのかが不明の場合

を含まないと の見解がある（ 注15）。

本件裁判例においては、 本件各預貯金口座がいずれも 他人である

Ａ名義と なっているこ と 、 Ｂ の相続人の範囲やＡの相続人の範囲の

判断が容易でないこ と を踏まえ、「 必要かつ相当な期間」 ＝「 本判決

確定の日まで」 と 判断されている。 前記のと おり 、 預貯金債権の帰属

は、 被告らが詳細に把握できない出捐関係や利用状況等のＢ の事情

を総合的に勘案して判断さ れ、 一義的な基準がないこ と 、 本件では

債権者と 称する者が複数競合しておらず（ むしろＡの相続人らがＢ へ

の帰属を認めている状況にある ）、 かつ、 預入行為時点から本件預貯

金債権が誰に帰属するのか不明であるので債権者不確知を理由と す

る供託は困難であるこ と （ 注16）に照らせば、 本件裁判例における結論

は妥当であると 考える。

四　 おわり に

預金債権の帰属の判断に関する議論状況、 遅延損害金の発生日に

関する議論状況から すれば、 本件裁判例は従来の議論に沿った形で

判断さ れたものであると いえる。 今後、 本件裁判例の事案のよう に、

①他人名義預金であると の主張と と も に払戻請求がなさ れ、 ②債権

者不確知を理由と する供託が困難な事情がある場合には、 本件裁判

例と 同様の判断がなされる可能性が高いよう に思われる。

以上

（ 中薮　 健吾）
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（ 注１ ）･ 実在する他人名義での預金は「 他人名義預金」、 実在し ない人物名義での

預金は「 架空名義預金」 と 表現さ れるこ と が多い。 東京地判令和５ 年２ 月

16日（ 金融法務事情2229号54頁） は架空名義預金の払戻請求に応じなかっ

た場合の遅滞責任について判断している 。

（ 注２ ）･ 本件裁判例の評釈と して、 杉村健太・ ジュ リ スト 1588号109頁、 中野弘章・

金融法務事情2218号16頁、 榎木智浩・ 金融法務事情2200号98頁、 小山内

崇＝佐藤麻穂・ 金融商事判例1686号112頁、 堀口久・ 銀行法務21･895号38頁、

黒田直行・ JA 金融法務632号54頁、 水野信次・ 銀行法務21･896号27頁等

がある。

（ 注３ ）･ 払戻請求日の翌日を起算日と する主張も 考えら れる と こ ろ、 判決内容か

ら は明ら かではないが、 本件裁判例では訴外において払戻請求がなさ れ

ていなかった可能性がある。

（ 注４ ）･ 福井章代「 預金債権の帰属について－最二小判平15.2.21民集57巻２ 号95･

頁及び最一小判平15.6.12民集57巻６ 号563頁を踏まえて－」判例タイムズ

1213号26頁、 尾島明・ 最高裁判所判例解説民事篇平成15年度63頁

（ 注５ ）･ ･無記名定期預金と は、 預金証書を無記名で発行し、 金融機関には印章の

みを届け出、 満期後発行店舗において預金証書及び印章を提示し た者に

対して元利金を支払う も のと さ れている定期預金である。 昭和63年３ 月

末日以降、 新規受入れが停止さ れている（ 福井章代・ 前掲（ 注４ ） 27頁）。

「 無記名定期預金は、 その預金者の氏名が契約の一方の当事者である金融

機関に明ら かにさ れないと いう 極めて特異な制度である 」 と 評価さ れて

いる（ 柴田保幸・ 最高裁判所判例解説民事篇昭和48年度179頁）。

（ 注６ ）･ 最三小判昭和48年３ 月27日は判断理由と して、「 無記名定期預金契約が締

結さ れたにすぎない段階においては、 銀行は預金者が何人であるかにつ

き格別利害関係を有するも のではないから 、 出捐者の利益保護の観点か

ら 、 右のよ う な特段の事情のないかぎり 、 出捐者を預金者と 認めるのが

相当」 と 述べており 、 無記名定期預金の性質を踏まえて判断し ているよ

う に思われる。

（ 注7）･ 無記名定期預金と 記名式定期預金では「 名義」 の有無が異なっているため、

預金債権の帰属の認定において、 こ れら が同様に扱われるべきであった

かは疑問である 。 河合伸一「 記名式定期預金の預金者－出捐者説、 それ

でよいのか－」 金融法務事情1047号６ 頁、 升田純「 預金の帰属をめぐる裁
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判例の変遷」 金融法務事情1555号22頁も 同旨。

（ 注8）･ 他人名義預金について払戻請求がなさ れた場合、 預金名義人（ 亡く なっ

ている場合相続人全員） の同意を得て、 誤払いのリ スク を払拭し た上で、

払い戻すと いう 対応を行う こ と が考えら れる 。 本件では、 Ａの相続人の

範囲について争いがあり 、 こ のよ う な対応も 困難であったと 推測さ れる 。

（ 注9）･ 磯村保編『 注釈新注釈民法（ 8） 債権（ 1）』 735頁〔 荻野菜緒〕。 秦光昭「 預

金の払戻遅延と 民法419条」 銀行法務21･568号15頁も 同旨。

（ 注10）･ 反対説と し て、 奥田昌道編『 注釈新注釈民法（ 10） Ⅱ債権（ 1）』 560頁〔 能

見善久〕、 田原睦夫「 帰属に争いのある預金の払戻請求と 金融機関の履行

遅滞の責任」 金融法務事情1570号５ 頁がある。 前掲東京地判令和５ 年２

月16日も 、 民法419条の規定を字義どおり に解釈すれば、 払戻請求をし た

日の翌日から 遅延損害金の支払義務を負う こ と になる よ う に思われる旨

判示し ている 。 も っと も 、 同判決は、 預金者確定のために時間を要し た

のは、 架空名義で預金さ れていたこ と が原因である こ と から 、 判決が確

定するまでの期間については、 信義則上、 遅延損害金を請求するこ と は

できない旨判示している。

（ 注11）･ 大阪高判平成10年２ 月13日金判1049号19頁

（ 注12）･ 東京地判平成26年８ 月15日 /2014W LJPCA08158001

（ 注13）･ 磯村保編『 注釈新注釈民法（ 8） 債権（ 1）』 223頁〔 潮見佳男〕

（ 注14）･ 星野豊「 帰属先に争いのある預金債権に関する金融機関の履行遅滞責任」

ジュ リ スト 1228号278頁

本稿の執筆者である中薮健吾先生は、 本稿脱稿後にご逝去されまし

た。 ご生前は、 月例会、 担保法制に関する論点検討会などを通じて、

金融取引法部の活動にご尽力いただきました。 ご遺族のご意向と 先生

のご遺志を尊重し、 深い敬意と 哀悼の意を表して本稿を掲載いたしま

す。

2024（ 令和６ ）年度金融取引法部部長　 大嶋正道


